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令和元年度末退職予定組合員に対する年金制度等説明会のご案内

組合員証等の返納

退職者に対する、退職時の手続等についての説明会です。
詳細については、令和元年12月４日付け公共和第473号で通知しております。

実施日 会場 時間

令和2年１月28日（火） 和歌山県情報交流センター　Big・U

13：20～16：20
  （受付 13：10～）

令和2年１月30日（木） 和歌山ビッグ愛

令和2年２月 ３日（月） 紀南文化会館

令和2年２月 ５日（水） 和歌山宿泊所　ホテルアバローム紀の国

令和2年２月 ７日（金） 粉河ふるさとセンター

令和2年２月10日（月） 和歌山県自治会館

組合員が退職した場合は、その翌日から組合員の資格を喪失することとなり、在職中の組合
員証等を使用して医療給付等を受けることができなくなります。

在職中の組合員証等は組合員資格喪失後2日以内に、退職時の所属所長を通じ返納してくだ
さい。（同時提出書類：「組合員異動報告書」）上記A・B以外は返納となります。

したがって、退職後、上記Dの場合はいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
（国民皆保険）
（注）組合員証等とは、組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適

用認定証です。

退職予定のみなさんへ

4月1日からの健康保険証のこと考えていますか

A 再任用（フルタイム勤務）の場合
・引き続き組合員資格を有するため、現在の組合員証等は、返納せず、そのまま使用することができますので手続の必要はありません。

C
再就職の場合
・就職先の医療保険制度に加入する

手続等詳細は、就職先に問い合わせてください。

D

再就職しない・再就職先に医療保険制度がない（加入資格がない）場合
・公立学校共済組合の任意継続組合員になる 

医療費は、本人・被扶養者7割給付で在職中と同様です。
・家族の医療保険制度の被扶養者になる 

被扶養者となるために収入額等の要件があり、退職後年金等の収入がある方は、被扶養者になることができないこともあります。
手続等詳細は、加入されている家族の健康保険担当に問い合わせてください。

・国民健康保険に加入する 
医療費は、本人・被扶養者7割給付です。
手続等詳細は、住所地の市区町村国民健康保険担当に問い合わせてください。

B
令和2年4月1日より、県費支弁職員及び市費支弁職員で、臨時的任用 （令和2年4月1日改正）の場合
・退職時に組合員資格を有する者については、引き続き組合員資格を有するため、現在の組合員証等は、返納せず、そのまま使

用することができますので手続の必要はありません。
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退職時 何らかの年金手続きが必要です ※令和2年度より提出書類変更の可能性があります。

組合員証・組合員被扶養者証をもう少し
4 4 4 4

大切に！！

公立学校共済組合の「任意継続組合員制度」とは？

年金受給を有する方が退職する場合、年金の額の改定
及び在職停止解除のため、提出が必要です。

年金決定に必要な公務員期間及び報酬月額等を年金待
機者として登録するために必要です。（年金待機者登録）

退職届書記載の住所は登録され、その住所
に年金待機者登録通知書、年金受給年齢2
〜3ヶ月前には年金請求書が届きます。年金
請求書は、お誕生日以降に提出してください。

昭和32年4月1日以前生まれの方 退　職

正確な年金をスムーズに受給

退職改定請求書

昭和32年4月2日以降生まれの方

ご自身の年金のため

退職届書

ア 再任用（フルタイム勤務）の場合
イ 県費支弁職員及び市町費支弁職員で、臨時的任用（令和２年４月１日改正）※の場合
ウ 再就職をされる方で、再就職先において、健康保険の資格を得る場合
エ 家族の加入する健康保険の被扶養者になる場合
※令和元年12月4日付け公共和第472号で所属所長あて通知

右のア〜エの場合は、
任意継続組合員申出を
行わないでください。

提出書類

令和元年度末退職者の加入手続及び任意継続組合員証等の交付時期
区分 申出書受付期間 掛金の納付日等 任意継続組合員証等送付予定日

事前受付 令和2年1月15日（水）～
令和2年2月17日（月）必着

令和2年3月23日（月）
（口座振替の期日）

令和2年3月末に退職時の所属所に
おいて交付

通常受付 令和2年4月1日（水）～
令和2年4月10日（金）必着

令和2年4月17日（金）
（「振込依頼書」による振込の納付期限）

令和2年4月下旬に申出者の自宅に
郵送

提出書類・任意継続組合員申出書
　　　・預金口座振替依頼書（振替口座：現在の共済登録口座）

＊令和元年度末退職者の任意継続組合員申出書の受付期間については、令和元年12月上旬に所属所長あて通知しています。
＊上表の「任意継続組合員証等送付予定日」は、掛金を期限内に納付された場合です。（掛金の納付を確認後に送付）「通常受付」の場合は、期限内に

掛金を納付されませんと、任意継続組合員に加入することができませんので、ご注意ください。

皆さん！ 今、組合員証・組合員被扶養者証はどこにあるかご存知ですか？
「組合員証（組合員被扶養者証）を預かっています。」と、警察、コンビニや飲食店等お店の方などから、

最近、よく連絡をいただきます。
共済組合から所属所に連絡をしても、紛失に気づいていない場合があります。
紛失した組合員証・組合員被扶養者証の使用を停止することはできません。

（組合員証・組合員被扶養者証には、写真がなく、全国の医療機関等で使用される恐れがあります。）

組合員証・組合員被扶養者証を
破損していませんか？

キズやこすれにより、印字内容が不鮮明な場合は、組合員証等の再交付申請を
行ってください。

（破損している組合員証又は組合員被扶養者証を同封してください。）

退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方で、退職した日から20日以内に申出を行い、かつ、掛金を納入することで、
退職後も引き続き、医療費等の短期給付と人間ドック、宿泊施設利用補助等の福祉事業を受けることができる制度です。（最長2年間）

☆年度末退職者に限り、希望により、任意継続組合員申出を退職前に行うことができます。
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被扶養者として認定される者は、「主として組合員の収入により生計を維持されている者」
でなければなりません。

被扶養者としての要件を欠いた場合は、直ちに、被扶養者取消申告を行ってください。
被扶養者の収入については、常に、把握しておいてください。

老齢厚生年金（退職共済年金）を受給されている方が、下記①から③に該当する場合で、
「標準報酬月額等＋年金月額（図１の２階部分）」の額が一定基準額（65歳未満は28
万円、65歳以上は47万円）を超えたとき、年金の全部または一部が停止されます。

また、経過的職域加算額（旧３階部分）、年金払い退職給付（新３階部分）は、公
務員共済（下記①）の組合員である間は全額支給停止されます。《図１参照》
※標準報酬月額等とは、その月の標準報酬月額と過去１年間の標準賞与額（ボーナスなど）×

1/12を合算したものです。

年金払い退職給付
新３階部分

経過的職域加算額
（職域年金部分）

旧3階部分

現在の公的年金制度 
《図1》

平成27年10月1日

被扶養者の 認定取消 ってどんなとき？

①常勤の公務員など共済組合員として再就職したとき
②民間会社や私立学校等に勤務して厚生年金保険に加入したとき
③国会議員、地方議会議員になったとき

3階

厚生年金 2階

国民年金（基礎年金） 1階

第1号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者

自営業者等 第２号被保険者の
被扶養配偶者 会社員等 公務員等

在職中の年金は…一部・全部支給停止となります！！

令和２年度より臨時的任
用職員は①の公立学校共
済組合の組合員となります。

POINT

取消申告遅延が多く見受けられる事由
① 就職し他の健康保険に加入していたが、被扶養者取消申告書の提出を忘れていた。
② 公的年金の受給者が、非常勤講師として任用され、給与支払見込額証明書を取得したところ、年

間収入が180万円以上になったため、非常勤講師として任用された時点に遡って取消となった。
③ 65歳になった年金受給者が国民年金（老齢基礎年金）も受給できるようになり、年間収入が

180万円以上になっていることが判明した。
④ パート・アルバイトとしての収入が３か月連続108,334円以上になったことが判明した。
⑤ パート・アルバイト等の収入額が130万円未満であり、扶養手当を受給しているが、勤務先で健

康保険に加入していた。
⑥ 個人年金を受給中に公的年金が決定されたことにより、年間収入が180万円以上になった。　（個

人年金の必要経費は控除できません。）
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時 効 各種短期給付金は、給付事由が生じた日から２年間請求しない場合は、時効により消滅します。

給付額
損害の程度に応じ、次の表に掲げる額が給付されます。損害の程度は原則として住居または家財を換価して判定します。
給付額の算定は、住居、家財それぞれにつき別個に次の表を適用して算定した月数を合算しますが、3月分に標準報酬の月額を

乗じて得た額を超えることはできません。

損害の程度 災害見舞金の額

①住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
②住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき

災害時の掛金の基礎となる
標準報酬月額×3月分

①住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
②住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
③住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
④住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき

災害時の掛金の基礎となる
標準報酬月額×2月分

①住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
②住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
③住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
④住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき

災害時の掛金の基礎となる
標準報酬月額×1月分

①住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
②住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき

災害時の掛金の基礎となる
標準報酬月額×0.5月分

浸水の程度 災害見舞金の額

床上30cm以上浸水したとき 災害時の掛金の基礎となる
標準報酬月額×0.5月分

床上120cm以上浸水したとき 災害時の掛金の基礎となる
標準報酬月額×1月分

上記以外の床上浸水 　　　　　　　　　　

給付要件
組合員が非常災害により住居または家財に一定の損害を受けたときに損害の程度に応じて給付

されます。
「非常災害」とは水害、地震、火災などをいいますが、盗難は含まれません。
同一世帯に組合員が２人以上ある場合は、それぞれに災害見舞金が給付されます。

① 住居とは、その所有権の有無にかかわらず、現に組合員の生活の本拠として居住する建物をいい、自宅、公務員宿舎、公営住宅、
借家、借間の別を問いません。通常は、組合員証の住所欄に記載されている住居をいいます。なお、別棟の離れ屋、物置、門、
塀等は住居に該当しません。

② 家財とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいます。
山林、田畑、宅地、借家等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等を含みません。
原則として、住居内にあるものに限られ、住居狭小等の理由により、他に預けているものは含みません。
なお、住居とは異なり、組合員及び被扶養者の所有のものに限ります。

③ 組合員とその披扶養者が別居している場合は、被扶養者の住居または家財も組合員の住居または家財の一部として取り扱います。
損害の程度は、原則として、住居又は家財を換価して判定します。この場合原則として災害の発生した時点の時価により判定します。

● 災害見舞金請求書（所定様式あり）
● り災状況報告書（所定様式あり）
● 市町村長、消防署長又は警察署長の発行するり災証明書
　 （所定様式あり）
● 住居の場合は、見取り図、平面図（り災箇所を表示すること）

● 現場写真
● 新聞記事の写し
● その他、被害状況、損害の程度を判断するために必要な書類

提
出
書
類

災 あ害 っ とに た き

災害による損害が3分の1に達しないが、修復して原型に復旧するのに要した金額が、被災前の住居の時価を超えることになる場合は、
「住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。」と同様の取扱いとなります。
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▪ 次の事項に注意してください
①どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認を行うこと
②運転免許証、車検証等で、相手等を確認すること
③どんな軽いけがでも、必ず、医師の診療を受けること
④相手の主張に容易に同意し、物損事故扱いにしないこと
⑤治療が終了しない間は、示談を行わないこと

①食中毒が原因で傷病となった場合　②けんか等によりケガをした場合　③飼い犬に噛まれてケガをした場合

第三者加害行為（交通事故）によるケガの治療を受けるとき

公務又は通勤途上のケガ・病気等の治療を受けるとき

交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者であり、組合員
証や被扶養者証を使用して治療を受ける必要はありませんが、組合員や被扶養者の過失が多かったり、重症等で治療費等に不安
がある場合などの理由で、組合員が共済組合に申し出れば組合員証や被扶養者証を使用（医療機関に提示）して治療を受けるこ
とができます。

この場合、治療費等の原則３割を組合員が負担し、７割を共済組合が負担する
ことになりますが、共済組合が負担した治療費等は、組合員から共済組合に提出
していただく「事故報告書」、「損害賠償申告書」等に基づき、後日、共済組合か
ら加害者に請求することになります。

次の「注意」事項を守っていただけなかった場合、共済組合が負担した治療費
等の７割分を加害者に請求できなくなることがあります。この場合は、組合員に請
求することになることがありますので、ご注意ください。

なお、組合員が負担した治療費等の原則3割について、共済組合から附加給付等を行なっている場合で、加害者の自動車保険
等から補償されたときは、当該附加給付等を返還していただくことになります。（教育互助会の給付金も同様）

なお、上記②・③については、まず、加害者とよく話し合ってください。

地方公務員の公務上・通勤途上のケガや病気については、地方公務員災害補償基金による給付が受
けられるため、組合員証を使用して治療を受けることができません。

ケガや病気が公務又は通勤途上のものであるか明らかでない時点において、一時的に組合員証を使用
する場合は、共済組合に、至急、連絡してください。

この場合、「事故報告書」を提出していただきます。
「公務災害」と認定された場合は、直ちに組合員証の使用を中止（受診中の医療機関に連絡）してください。
組合員証を使用した治療中に、「公務災害」と認定された場合は、これまでの治療費に係る３割分に対

する「一部負担金払戻金」等については、組合員から返還していただきます。

直ちに共済組合に連絡してください

●所属所名（所属所コード）	 ●組合員証番号　組合員氏名	 ●被害者氏名（続柄）
●事故日	 ●治療を受けた病院名・連絡先	 ●事故の状況

自転車にはねられ
ケガをした場合も
同様です。
ご注意を！！

① 共済組合に事故の概要を連絡してください。
組合員証等の使用の有無にかかわらず、必ず、次の事項を「医療給付班」に連絡してください。

③ 治療が終了した場合、また治療が長引く場合についても、治療等の経過報告書を提出してください。
その際、示談等が終わっていれば、「示談書」及び医療費に受けた補償額の明細書の写しも添付し、提出してください。
示談を行うときは、慎重に！！

② 組合員証、被扶養者証を使用した場合は、必要書類を提出してください。

▪ 交通事故以外の第三者加害行為事例

連絡先▶ 医療給付班 ☎073-441-3712
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Seminar Report今年度実施した
セミナーのご報告！
たくさんのご参加ありがとうございました。

メンタルヘルスセミナー＆
リラクゼーションヨガセミナー

受講者の声
初参加ですが様々なことを聞けて良かった。一回ではわからないことも多いの
でまた参加したい。

受講者の声
メンタルヘルスの話は大変良かった。普段、
流されて自分のストレスに気づかず、その
ままにしていることが多いことに気づきま
した。自分自身のあり方を考える機会にな
りました。
心も体も健康になる今回のようなセミナー
をこれからも実施してほしい。
メンタルヘルスセミナーとヨガ体験が合っ
ておりよく理解できました。

受講者の声
とても勉強になりました。社会、経済情勢は毎年変化するので、毎年参加した
いと思いました。

社会福祉士の先生から介護保険や介護方法についての講演を
していただいた後、ライフプラン・資産管理についての講演を受講
しました。

近畿中央病院の臨床心理士の先生から心の健康についての講
演をしていただいた後、ヨガインストラクターによるリンパスティッ
クヨガを体験しました。

介護講座
「介護が必要となる前に知っておきたい事・

介護保険制度・介護方法について」
社会福祉士　崎山　賢士 氏

ライフプランセミナー
「ライフプランと資産管理について」

野村證券株式会社

メンタルヘルスセミナー　「教職員のメンタルヘルスについて」
近畿中央病院　心理療法士　井上　麻紀 氏

心理療法士　七里亜衣子 氏
リンパスティックを使ったヨガ体験

ヨガインストラクター　上岡　まみ 氏

介護講座・ライフプランセミナー

受講者の声
食生活は自分で気をつけられること。健
康で過ごせる食生活を見直します。

「午前は脳へ」「おいしい昼食」「午後は体
へ」という構成はとても良かった。
自分の身体と健康にもっと関心を持ち、
減塩そして運動を気にかけるようにする。
ウォーキングや転び方を自宅でも実践し
て、今後の万一の場合に備えたい。

生活習慣病をテーマにした講演を行い、昼食には、ホテルアバロー
ム紀の国が開発した健康メニューをお召し上がりいただきました。

午後からは、軽い運動として上手な転び方の体験をしていただ
きました。

生活習慣病対策セミナー「生活習慣病と健康づくりについて」
和歌山県立医科大学名誉教授

角谷リハビリセンター病院院長　有田　幹雄 氏
健康メニューのランチ

ホテルアバローム紀の国　減塩ランチ「ひかり」
「転ばぬ先の転び方」
体の使い方と意識した運動の効果と上手な転び方の体験

柔道学習塾　紀柔館　代表　腹巻　宏一 氏

生活習慣病対策健康セミナー

健康保持増進のため健康問題をテーマにした講演と運動を行
いました。

受講者の声
「健康な体」を意識しているようで、意
識していなかったので健康を考えて
いかなければならないと思った。
貴重な機会を与えていただき有難う
ございました。時代に沿った楽しい
内容をこれからもお願いします。

実践型健康運動セミナー 「食事指導と健康運動」
生活習慣の振り返り、心のメカニズム、RIZAPメソッドの秘密

RIZAP株式会社　専属トレーナー

実践型健康運動セミナー

講 演講 演

講 演

講 演

体 験

体 験

講 演

講 演

体 験
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表　紙： 青岸渡寺
 那智勝浦町立色川小学校・色川中学校　【平成28年8月完成】
所 在 地：	東牟婁郡那智勝浦町大野2410-1
校舎構造：	校舎は、紀州材が随所に使われることにより、木の香りと温もりがある、安心安全

な構造となっています。
特　　徴：	全国的にも過疎化地域における学校の統廃合が進む中、小学校と中学校の統合

舎にすることにより、地域住民の災害時の避難場所として大きな役割を果たすこ
とになります。


